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第一級アマチュア無線技士「法規」試験問題

２５問２時闇

Ａ－１次の記述のうち、電波法に規定する「無線局」の定義として正しいものを１から４までのうちから一つ遇へ、

１免許人及び無線設備の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

１
２
３
４ 免許人、無線設備及び無線設備の操作又はその監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まなし％

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

Ａ－２次に掲げる事項のうち、無線局の予備免許O叶漂に総務大臣から指定される事項に該当しないものを、鬮波法の規定に照らし、１から４ま

でのうちから一つ選'、

１運用許容時間 ３空中線電力 ４無線設備の設圃場所２呼出符号

Ａ－３無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限（期限の延長があったときは、その期限)経過後２週間以内に工轆ｳ;落成し

た旨の届出をしないとき、総務大臣からどのような措麗がとられる力も趣波法の規定に照らし、正しいものを下の１から４までのうちから

一つ選'、

その無線局の免許を拒否される。

速やかに当該工率を落成するよう指示される。

その無線局の予備免許を取り消される。

当;ｼﾛﾆ事落成の期限の延長を申iiiするよう指示される。

１
２
３
４

A－４次の記述は､無線局に係る変更等の許可について､電波法の規定に沿って述べたものである。□内に入れるべき字句の正しし１組合
せを下の１から４までのうちから一つ選'、

①免許人は､通信の相手方､ｒＸ１若しくは無線設備の設極場所を変更し､又は無線設備の変更の工事をしようとするときは､あらか
じめ総務大臣の許可を受けなけ】lLぱならないただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な事項については、この限

りでない。

②①のただし書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なけ？lMEEならなし､

③①の変更は「百~]に変更を来すものであってはならず､かつ､電波法第7条第１項第１号の「E可に合致するものでなけｵu趣
らない
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Ａ－５次の表は､上欄に電波の型式を、下欄にその電波の型式を使用するアマチュア局の送ｌｉ:i設備（規格電力をもって空中線電力を表示するも

のを除く｡)の空中線電力の表示を掲げたものである｡電波法施行規則の規定に照らし.、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の
１から４までのうちから－つ選べ

ｃ
輸
翰
癖
翰

Ｂ』獅鰄》

Ａ
蝋
鞠
翰
翰

１
２
３
４
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電波の型式 Ａ１Ａ Ａ３Ｅ Ｊ３Ｅ Ｆ２Ａ Ｆ３Ｅ

空中線電力の表示 囚電力 平均IMB力 □電力 □電力 平均電力



A－６次の記述I式電波の強度に対する安全施設について､電波歯i通行規則の規定に沿って述べたものである。［司内に入れるべき字句の
正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選、

①ｊ鰯il設備には､当該無線設備から発射される電皮の強度(電界強度､磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ｡）が電波法ｌｾﾞﾖﾃ親BUUBリ

表第２号の３の２に定める値を超える場jｦｆ(人が通常､集合し､通行し､その他出入りする場所に限る｡）に取扱者のI動容易に出入りす

ることができないように､施設をしなければならなし％ただし、次に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

（１）ｒＸ１以下の無線局の無線設備
②「訂の無線設備
（３）地賎､台風､龍k､津波､雪害､火災､暴動その他非常の葛轤OS発生し､又は発生するおそれがある場合において､臨時に開設する無線

局の無線設備

（４）(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣がBUに告示する無線局の無線設備

②①の電波の強度の蝉出方法及U､蘭l定方法については､総務大臣が別に告示する。

Ａ

平均電力が５０ミリワット

平均電力が２０ミリワット

規格電力が５０ミリワット

規格電力が２０ミリワット

》Ｉ歸Ｉ》 》
な
る
な
る

Ｂ趣辨叡
辨

１
２
３
４

A－７次の記述は､高圧電気に対する安全施設について､電波法施行規則の規定に沿って述べたものである。□内に入れるべき字句の正
しい組合せを下の1から4までのうちから一つ遇'、なお､同じ記号の、内には､同じ字句が入るものとする。

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気（高周波若しくは交流の電圧３００ボルト又は直流の電圧

｢Ｘ１を超える電気をいう｡)を通ずるものは､その高さが人の歩行その他起居する平面から[豆．以上のものでなけれI錘らない
ただし、次に掲げる場合は、この限りでなしも

（１）「百~|に満たない高さの部分が､人体に容易に触fしない構造である場合又は人体が容易にji由1,ない位極にある場合

あり､かつ､□以外の者が出入しない場所にある場合(2)移動局であって、そ

ト
ト
ト
ト

レ
し
し
し

荊
荊
諭
荊

０
０
０
０

０
０
５
５

Ａ
９
９
７
７

Ｂ

２．５メートノレ

３メートル

２．５メートル

３メートル

Ｃ

ｌｉｉ篝':蟇

１
２
３
４

こ使用する水晶発振子について､無蒋駿備規則の規定に沿って述ぺたものである。Ｆ]内に入Ａ－８次の記述は、

れるぺき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

水晶発掴回路に使用する水晶発擾汽土、周波数をその許容偏差内に$鱈寺するため、次の条件に適合するものでなけ1れぱｽﾞﾘ博らなし％

(1)発振周波数が囚の水晶発t厨亘】路により又は丙]によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること。
②恒温槽を有する場合は､恒温楠は水晶発振子の□その温度変化の需値を正確に縄寺するものであること。

Ｂ

その糖度を洞窟かめる試験機器

これと同一の条件の回路

その楠度を確かめる試験機器

これと同一の条件の巨鴎

Ｃ》》
Ａ当当識》

温度係数にかかわらず

１
２
３
４

温度係数に応じて

温度係数に応じて

温度係数に力功わらず

Ａ－９無線局は、モールス無線電信通信において、自局に対する呼出しを受信した場合、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、どうしなけ

ればならない力も無線局運用規則の規定に照らし、正しいものを下の１から４までのうちから－つ選べ

１応2河I項のうち「ＤＥ」及び自局の呼出符号を送信して、直ちにjtp答しなけ】１１ばならない。

２その呼出しが反復され、かつ、呼出局か１８出符号が確実に判り月するまで応答してはならない。

３応糟E劇５項のうち相手局の呼出符号の代わりに「ＱＲＡ？」を使用して、直ちに応答しなければならなし､

４応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「ＱＲＺ？」を使用して、直ちに応答しなmrLばならなし％
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Ａ-10次の記述は、モールス無線電信通信において、アマチュア局が通信中に、混信の防止そのH1、必要により使用電波の型式又Ｉｺﾞﾘﾋﾞi波数の変

更を要求しようとするときに順次送信すべき事項を､無線局運用規則の規定に沿って示したものである。、内に入れるべき字句の正
しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

①Qsu又はQsw若しくは「プロ
②変更によって使用しようとする周波数（又は電波の型式及び周波数）

③？(｢□」を送{高したときに限る｡）

回
回
回

１
１
１

ｘ
Ｘ
Ｙ
Ｙ

ｓ
ｓ
Ｓ
ｓ

Ａ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

Ｕ
ｗ
Ｕ
Ｗ

ｓ
ｓ
ｓ
ｓ

Ｂ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

１
２
３
４

Ａ－１１次の記述は、モールス無線電信通信において、無線局が無線機器の試験又1ｺ鱗N整のため電波の発射を必要とするときに順次送信すべき事

項を無線局運用規則の規定に沿って示したものである。「~］内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から4までのうちから一つ
選'、

回
国
□

①
②
③

回
回
回

３
１
３

Ｅ
Ｑ
Ｅ
Ｑ

Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ

Ｃ

自局の呼出符号

ＱＳＡ？

自局の呼出符号

ＱＲＫ？

ｖ
ｖ

ｘ
ｘ
ｖ
ｖ

Ａ
Ｅ
Ｅ
ｖ
ｖ

１
２
３
４

A-12次の記述は､非常通信について､電波法の規定に沿って述べたものである。、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から４
までのうちから一つ曇、

非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の割剰想が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

｢７，を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、［~百可、交通通信の確保又は
「可のために行われる無線通信をいう。

》》
Ｂ
鱸Ａ

電気通信業務の通信

電気通信業務の通信

蔦！;露

１
２
３
４

A-13次の記述は､無線局の検査について述べたものである｡i趣波$t詞D規定に照らし､Ｆ]内に入れるぺき字句の正しし組合せを下の'か
ら4までのうちから一つ選'、なお､同じ記号の、内には､同じ字句が入るものとする。

総務大臣は、次に掲げる場合にはその職員を無線局に派遣して、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査さ

せることができる。

①無線局の発射する［而力瀧務省令で定めるものに適合していないと認め､当該無線局に対して「百可電波の発射の停止を命じた
とき。

②①の命令を受けた無線局からその発射する｢Ｔ１が総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。
③その他「可の施行を確保するため特に９２要があるとき。

Ｂ

臨時に

３箇月以内の期間を定めて

晦涛に

３箇月以内の期間を定めて

》
》

》》》》
Ｃ

醗
騨
瞬
銅

Ａ》》》》
１
２
３
４

GIYOo4P3）



A-14次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ無線局の免許の取消し等について､電波法の規定に沿って述ぺたものである。［司内に入れるべき字句の正
しし組合せを下の１から４までのうちから一つ遇/、

①総務大臣は､免許人が電波法､放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、３箇月以内の期

間を定めて「Ｘ１の停止を命じ､又は期間を定めて□を制限することができる。
②総務大臣は､免許人が次のいずｵuいに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

(1)正当な理由がないのに､無線局の運用を引き続き□以上休止したとき。
②不正な手段により無線局の免許を受けたとき。

③不正な手段により通信の相手方及U遜信寧項、無線設備の般腫場iｦ1V〕変更又１ｺ無線設備の変更の工事の許可を受けたとき。

（４）不正な手段により電波の型式周波数等の指定の変更を行わせたとき。

（５）①の規定による命令又１．寵､良に従わないとき。

⑥電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上のりＨ１に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から

「祠を経過しない者に該当するに至ったとき。
年
年
年
年

Ｄ
３
２
３
２

鍼
鰯
繩
鰯

Ｃ
３
６
６
３

Ｂ

周i皮数若しくは空中線電力

運用詳葎時間、周波数若しくは空中線電力

周波数若しくは空中線電力

運用許容時間、周波数若しくは空中線電力

Ａ》》》》
１
２
３
４

A－１５無線従事者ﾗｸﾖ電波法若しくは篭波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき、電波法の規定により総務大臣から受けること

がある処分に該当するものを下の１から４までのうちから一つ選,、

3箇月以内の期間を定めて、フオしる無線設備の操｛1ﾖﾎﾞ､函の制限

6箇月以内の期間を定めて行われる無線従事者国家試験の受験停止

3箇月以内の期間を定めて行われる無線従事者の業務の従事停止

１
２
３
４

6箇月以内の期間を定めて行われる無線局の運用の停止

A-16次の記述は､無線従事者の免許を与えないことができる場合について､…法の規定に沿って述べたものである。［司内に入ｵlるべ
き字句の正しい組合せを下の1から4までのうちから一つ遅くなお､同じ記号のＥ二．内には､同じ字句が入るものとする。

総務大臣は、次のいずｵIかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

(1)電波瀞9章G薊THDの罪を犯し□に処せられその執行を終わり､又はその執行を受けることがなくなった日から「百~]を
経過しない者

(2)電波法第７９条（無線従事者の免許の取消し割第１項第１号（電波法若しくは電波法Iこ基づく命令又はこれらに基づくAu分に違反

したときのことをいう｡）又}ｺﾞ第２号(不正な手段により免許を受けたときのことをいう｡）の規定により無線従事者の免許を取り消さ

れ､胸肖しの日から「百~]を経過しなし皆
(3)ｒＥ１欠陥があって無線従事者たるに適しない者

年
年
年
年

Ｂ
１
２
１
２

Ｃ

身体に

著しく心身に

著しく,心身に

身体に

銅》》》
Ａ
罰１
２
３
４

Ａ－１７次に掴fる周波数帯のうち、国漂電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている

周波数帯を１から４までのうちから一つ選べ

１３，２３０ｋＨｚ～

２７，３００ｋＨｚ～

３１４，０００ｋＨｚ～

４１８，１６８ｋＨｚ～

３，４００ｋＨｚ

７，４００ｋＨｚ

１４，３５０ｋＨｚ

１８，２６８ｋＨｚ
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A-18次の記述I土許可書について､国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規jlUの規定に沿って述ぺたものである｡Ｆ]内に入れるべ
き字句の正し1,組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

①送信局は、その属する国の政府力適当なt9舷灯で、力つ、無線通信規則に従って発給する許可轡がなけｵu玉､個人又はいかなる団体にお

いても「7【１ことができない｡ただし､無線通信規則に定める例外の場合を除く。

②許可轡を有する者は､□に従い､□を守ることを要する｡更に許可書には､局が受信機を有する場合には､受信することを
の傍受を禁l上すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、れた無線通信以外の通信許可さ

又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなけｵ1ばなら

ない

》》

ＢＡ

設置し、又は運用する

設臘【し、又は運用する

管理し、又は保守する

管理し、又は保守する
』

》
の
の

1Ｍ口Ⅱ４１エ

１
２
３
４

その属する国の法令

T国際醗気通信連合条溌

その属する国の法令

A－１９次の記述'よｱﾏﾁｭｱ業務について､国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定に沿って述べたものである。「司内に
入れるべき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから一つ選,、

①国際電気通信連合憲章､国際電気通信連合条約及U§無線通信規貝'１の、可一般規定}よｱﾏﾁｭｱ局に適用する。

②ｱﾏﾁｭｱ局Iよその伝送中[亘．自局の呼出符号を伝送しなけ池鈍らなし＄
③主管庁は、ｒＥ１にｱﾏﾁｭｱ局が準備できるよう、また､通信の必要性を満たせるよう､必要な措憧をとることが奨励される。

》》
Ｃ》災災》

ＡＢ

技術特性に関する短し､間隔で

技術特性に関する３０分を標準として

すべての 短いi翻り５１で

すべての３０分を標準として

１
２
３
４

こ規定する無線通信規則の規定に沿って述べたＡ－２０次の記述は､異なる国のアマチュア局相互間の無線通信について、

ものである｡｢￣]内に入ｵしるべき字句の正し1,V組合せを下の1か、内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から４までのうちから-つ選'、

①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号は除き、

「ｎされたものであってはならない。

②ｱﾏﾁｭｱ局は､□に限って「E~|の伝送を行うことができる｡主管庁'よその管轄下にあるｱﾏﾁｭｱ局への本条項の適用
について決定することができる。

Ｃ

第三者のために国際通信

醒
酵

Ａ

意､ｲﾓを隠すために暗号化

意味をN罰ために暗号化

伝送能率を高めるために高速化

伝送能率を高めるために高速化

１
２
３
４

アマチュア局以外の局との匡1壕通信

アマチュア局以外の局との国際通信

第三者のために国際通信
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B－１次の記述は、電皮利用料に関して述ぺたものである。電波法の規定に照らし、正しいものを１，誤っているものを２として解答せよ。

ア電皮利用料とは、次に掲げる事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の

処理に要する費用の財lmiに充てるために免許人その他愈波法第１０３条の２第４項に掲げる者が納付すべき金銭をいう。

（１）電波の監視及び規正並びに不法Iこ醗没された無線局の探査

（２）総合無線局管理ファイルの作成及ひ管理

(3)電波のより能量勵iな利用に資する技術としておおむね5年以内に開発すべき技術に関する研ﾂﾖ調発並びに既に開発されている電波の

より能図騨iｳな利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析

(4)電波法第７１条の２に規定する特定周 波数終了対策業務等臆i裂愛[対策業務及UQ特ウヨ閏

（５）勵波法第１０３条の２第４項第６号の補助金の交付

イアマチュア無線局の免許人は、鰯波fll用料として、無線局の免許の日から起算して３箇月以内及びその後毎年その応当日（注1）から

起算して３箇月以内に、当該無線局の起算日（注2）から始まる各１年の期間（注3）について、電波法に定める金額５００円を国に納

めなければならない

注１応当日とＩ式その無騨局の免許の日に応当する日（1t;当する日がなしufI合I土その翌日）をいう。

２起算日とIよその無線局の免許の日又は;も:当日をいう。

３無線局の免;iの日が２月２９日であるtl9合においてその)UTiUがうるう年の前年の３月１日から始まるときは翌年の２月２８日までのj0ini]とする。

ウ免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後のりｌｊｉ間に係る電H麻烟料を前納することができる。

エ総務大臣は電波利用料を納めない者ﾗｳ§あるときは､督促状によって、）1m隈を指定して督促しなければならない

オ長期間にわたって運用を休止する無線局についてIよその期間に応じて電波利用料が減額される。

Ｂ－２ｚｊ〔の記述は送信空中線の型式及〔)輸成等について､無線設備規貝Ｉの規定に沿って述ぺたものである｡、内に入れるべき適切な字
句を下の１から10までのうちからそれぞれ一つ選'、

①送信空中線の狸式及0糖成は、次に適合するものでなけｵしばならない。

（１）空中線の利得及び能率がなるべく犬であること。

②「ﾃ可であること。
(3)満足な「ﾌ、力鴇られること。

②空中線の指向鵯H生は、次に掲げる事項によって定める。

（')主鎗射方向及U瀞鹸射方向

(2)「訂の主籟射の角度噸
③空中線を設歴する位置の近傍にあるものであって爾波の伝わる方向を曰もの
(4)Ｆ、より蝋射

密》３
８

辨
誼

４
９１整合が十分

６調整が容易

楴歸２
７ ５垂直面

１０妨げる

B－３次の記述は､無線通信の秘密の保謹について､電波法の規定に沿って述ぺたものである。［司内に入れるべき適切な字句を下の1か
ら、までのうちからそれそ汁1戸一つ遇、なお､同じ記号の、内には､同'二字句が入るものとする。

①何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか､「ﾃ可相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第１項又は
第１６４条第２項の通信であるものを除く｡以下同じ｡)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし､又はこれを□してはならな
し、

②無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし､又は「ﾌ、し上郡､１年以下の楚ijと又は５０万円以下の罰金に処する。
③「訂がその「三１に関し知り得た②の秘密を漏らし､又は□したときは､Ｆ子可に処する。 》

蕊
５
９２特定の３不特定の

７無線通信の業務に従事す-る者

４通信

８他人の用に供

１３年以下の懲役又は１５０万円以下のｌｉｉｌ金

６２年以下の懲役又は１００万円以下のlin金

１０窃用
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Ｂ－４次に掲げる事項のうち、電波法及び電波注施行規則の規定によりアマチュア局（人工衛星にＩ補iｉｔするアマチュア局及び人工衛星に開H1上す

るアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く｡）に備え付けておかなければならない誓類に該当するものを’、これに該

当しないものを２として解答せよ。

ア免許状

イ無線検査簿

ウアマチュア局の局名録

エ国際電気通信連合憲章に規定す．る無線通信規則

オ電波法及びこれＩこ基づく命令の集録

次の記述のうち、局の技術特性として国際趣気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定されているものを１，規定されていないもの

を２として解答せよ。

Ｂ－５

ア局において使用する製麺は､周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処j里方式をできる限り使用するものとす

る。この方式としては、取り分け、一部の周波数淵幅拡張技術が挙げらｵlへ特に振幅ﾖﾋﾞ鋼方式においては、単61協蠕技術の使用が挙げら

れる。

イ発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなけれI霞ならないこのためには、弓綬，j§には、周波数帯幅

を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。

受信局は、関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用するものとする。特に選択度特性は､発射の周波数補福に関する無ウ受信局は、関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用するものとする。特に選択度特性は、発射の）

線通信規則（第３．９罰の規定に留意して、適当なものを採用するものとする。

エすべての無線局について、スペクトルの効率的な使用に適する周波数帯幅lzk散技術が使用さｵ1なけ】ITばならない

オ局において使用する装圃の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通ｉ宮規則に適合しなければならなしも
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平成２０年４月期

第一級アマチュア無線技士「法規」合格基準及び正答

試験問題ＨＹＯＯ４（２５問２時間）

合格基準

満点及び合格点満点１２５点合格点８７点

配点内訳Ａ問題２０問１００点（１問５点）

Ｂ問題５問２５点（１問５点、ただし、小設問各１点）

１
２

正答３

(配点各５点）Ａ問題

(配点各１点）問題Ｂ

上

答
１
２
１
１
２
１
７
２
９
３
２
０
７
９
６

１

ア
イ
ウ
エ
オ
ア
イ
ウ
エ
オ
ア
イ
ウ
エ
オ

【

問題 正答 問題 正答

Ａ－１ ４ Ａ－１１ １

Ａ－２ ４ Ａ－１２ ４

Ａ－３ １ Ａ－１３ ３

Ａ－４ １ Ａ－１４ ２

Ａ－５ ２ Ａ－１５ ３

Ａ－６ ２ Ａ－１６ ２

Ａ－７ ３ Ａ－１７ ３

Ａ－８ ２ Ａ－１８ １

Ａ－９ ４ Ａ－１９ ３

Ａ－１０ ４ Ａ－２０ １

問題 正答 問題 正答

Ｂ－１

ア

イ

ウ

ﾆエ

オ

１

２

１

１

２

Ｂ－４

ア

イ

ウ

二二

オ

１

１

２

２

１

Ｂ－２

ア

イ

ウ

コニ

オ

１

７

２

９

３

Ｂ－５

ア

イ

ウ

ユＥ

オ

１

１

１

２

１

ア ２

イ １０

ウ ７

エ ９

オ ６


